
蒲郡市在日外国人障害者福祉手当支給要綱 

 

 （目的） 

第１条 この要綱は、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和５６年法律第８６

号）の施行に伴い、同法の施行日(昭和５７年１月１日）前に２０歳に達してい

た外国人で障害基礎年金等を受けることができない障害者に対し、在日外国人障

害者福祉手当（以下「手当」という。）を支給することにより在日外国人障害者

の福祉の増進を図ることを目的とする。 

 （定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるとこ

ろによる。 

⑴ 障害基礎年金等とは、国民年金法（昭和３４年法律第１４１号）に規定する

障害基礎年金、国民年金法等の一部を改正する法律（昭和６０年法律第３４号。

以下「法」という。）第１条の規定による改正前の国民年金法に規定する障害

年金、厚生年金保険法（昭和２９年法律第１１５号）に規定する障害厚生年金、

法第３条の規定による改正前の厚生年金保険法に規定する障害年金、法律によ

って組織された共済組合の支給する障害共済年金及び国民年金法等の一部を改

正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令（昭和６１年政令第５４号）第

２８条に規定する障害を事由とする年金給付をいう。 

⑵ 障害者とは、身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別

表第５号に定める１級から３級に該当する身体上の障害を有する者及び知的障

害者福祉法（昭和３５年法律第３７号）第１２条第１項に規定する更生相談所

が発行した療育手帳Ａ又はＢ判定の障害を有する者をいう。 

⑶ 公的年金等とは、児童扶養手当法（昭和３６年法律第２３８号）第３条第２

項に規定する公的年金たる給付又は国民年金法施行令（昭和３４年政令第１８

４号）第４条の８に規定する年金たる給付であって政令で定めるものをいう。 

 （支給要件） 

第３条 手当は、市内に居住する外国人障害者で、出入国管理及び難民認定法及び

日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特

例法の一部を改正する等の法律（平成２１年法律第７９号）第４条の規定による

廃止前の外国人登録法（昭和２７年法律第１２５号）（以下「廃止前の外国人登



録法」という。）第４条第１項の規定による登録が１年以上されており、次に掲

げる要件を備えた者（以下「受給資格者」という。）について手当を支給する。 

⑴ 昭和５７年１月１日（以下「基準日」という。）前に満２０歳に達していた

者で、基準日において日本国内で廃止前の外国人登録法により外国人登録をし

ていたもの 

⑵ 基準日に障害者であった者又は基準日以後に障害者になった者で、その障害

の発生原因となった傷病に係る初診日が基準日前に属するもの 

⑶ 障害基礎年金等を受けていない者 

２ 前項の規定にかかわらず、受給資格者が次の各号のいずれかに該当するときは、

手当を支給しない。 

⑴ 公的年金等を受給しているとき。 

⑵ 社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２条第２項に規定する第１種社会

福祉事業の施設（母子生活支援施設及び通所施設を除く。）に入所していると

き。 

⑶ 監獄、労役場その他これに準ずる施設に拘禁されているとき。 

⑷ 生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）による保護を受けているとき。 

 （認定） 

第４条 受給資格者は、手当を受けようとするときは、その受給資格について、市

長の認定を受けなければならない。 

 （手当の額） 

第５条 手当の額は、月額２０，０００円とする。 

 （支給期間及び支払月） 

第６条 手当の支給は、受給資格者が第７条の規定による申請をした日の属する月

の翌月から始め、第１０条第１項の規定による手当の受給資格を喪失した日、又

は死亡した日の属する月で終わる。 

２ 手当は、毎年度７月、１１月及び翌年の３月の３期に、それぞれの月までの分

を支払う。 

３ 市長は、前項の規定にかかわらず、支給すべき事由が消滅したときは、支払い

月を繰り上げて支払うことができる。 

 （認定の申請等） 

第７条 受給資格の認定を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、蒲郡



市在日外国人障害者福祉手当受給資格認定申請書（第１号様式）に、次の各号に

掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。 

⑴ 住民票 

⑵ 所得証明書 

⑶ その他市長が必要と認めるもの 

２ 前項の規定にかかわらず、市長は、添付書類により証明すべき事実を公簿等に

よって確認することができるときは、当該添付書類を省略させることができる。 

３ 第１項の申請があったときは、市長は、受給資格の有無について審査し、その

結果を蒲郡市在日外国人障害者福祉手当受給資格認定（却下）通知書（第２号様

式）により当該申請者に通知するものとする。 

 （支給の停止等） 

第８条 市長は、手当を受けている者（以下「受給者」という。）が次の各号のい

ずれかに該当しているときは、手当の全部又は一部を支給停止する。 

⑴ 正当な理由がなくて、必要な書類の提出を怠ったとき。 

⑵ 偽りその他の不正な手段により、手当の支給を受けたとき。 

２ 受給者の前年の所得（地方税法（昭和２５年法律第２２６号）に規定する市町

村民税に係る前年の合計所得金額）が、国民年金法施行令（昭和３４年政令第１

８４号）第５条の４第２項に規定する障害基礎年金の全額が支給停止となる額を

超えるときは、その年の８月分から翌年の７月分まで手当の支給を停止する。 

 （支給停止に関する通知等） 

第９条 市長は、前条の規定により手当の支給を停止するときは、蒲郡市在日外国

人障害者福祉手当支給停止通知書（第３号様式）により当該受給者に通知するも

のとする。 

２ 市長は、手当の支給を停止する理由が消滅したと認めたときは、蒲郡市在日外

国人障害者福祉手当支給停止解除通知書（第４号様式）により当該受給者に通知

するものとする。 

 （受給資格の喪失等） 

第１０条 受給者が、第３条第１項に掲げる要件を欠くに至ったとき又は同条第２

項各号の事由に該当するに至ったときは、当該至った日に受給資格を喪失する。 

２ 受給者は、前項の規定により受給資格喪失に至ったときは、蒲郡市在日外国人

障害者福祉手当受給資格喪失届（第５号様式。以下「喪失届」という。）を提出



しなければならない。 

３ 受給者が死亡したときは、戸籍法（昭和２２年法律第２２４号)第８７条に規

定する死亡の届出を行わなければならない者が、その死亡の日から１４日以内に

前項に規定する喪失届を市長に提出しなければならない。 

４ 市長は、前３項の規定により喪失届の提出を受け、これを確認したときは、蒲

郡市在日外国人障害者福祉手当受給資格喪失通知書（第６号様式）によりその旨

を当該受給者（受給者が死亡した場合にあっては、次条の規定による遺族）に通

知するものとする。 

 （未支給手当の支給） 

第１１条 市長は、受給者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき

手当で、まだその者に支給しなかった手当（以下「未支給手当」という。）があ

るときは、国民年金法第１９条の規定による未支給年金の請求方法に準じ、当該

請求権者（前条及び第３項において「遺族」という。）にその未支給手当を支給

するものとする。 

２ 前項の規定により未支給手当を受給しようとする者は、蒲郡市在日外国人障害

者福祉手当未支給請求書（第７号様式）を市長に提出しなければならない。 

３ 前項の場合において、未支給手当を受けるべき同順位の遺族が２人以上あると

き、これらの者は代表者を選任し、その旨を記載した書類を添付しなければなら

ない。 

 （変更の届出） 

第１２条 受給者は、次の各号のいずれかに該当するときは、蒲郡市在日外国人障

害者福祉手当受給資格変更届（第８号様式）を当該各号のいずれかに該当するこ

ととなった日から１４日以内に市長に提出しなければならない。 

⑴ 住所又は氏名（日本名を含む）を変更したとき。 

⑵ 支払希望金融機関等を変更したとき。 

⑶ 身体障害者手帳又は療育手帳の判定に変更があったとき。 

 （譲渡等の禁止） 

第１３条 受給者は、手当の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはな

らない。 

 （手当の返還） 

第１４条 市長は、受給者又は受給者であった者が次の各号のいずれかに該当する



ときは、蒲郡市在日外国人障害者福祉手当返還請求書（第９号様式）により、既

に支給した手当の全部又は一部の返還を請求することができる。 

⑴ 手当の支給後に、第１０条による受給権の消滅の事由が明らかになったとき。 

⑵ 偽りその他の不正な手段により手当を受給したとき。 

 （書類の備付け） 

第１５条 市長は、次に掲げる書類を作成し、常に整理しておくものとする。 

⑴ 蒲郡市在日外国人障害者福祉手当受給資格認定処理簿（第１０号様式） 

⑵ 蒲郡市在日外国人障害者福祉手当受給者台帳（第１１号様式） 

   附 則 

  （施行日） 

１ この要綱は、平成７年４月１日から施行する。 

  （経過措置） 

２ 第３条の規定による受給資格者に該当する者が、平成７年６月３０日までに第

７条第１項の規定による認定の申請を行い、受給者となったときは、第６条第１

項の規定にかかわらずその者に対する手当は、平成７年４月分から支給するもの

とする。 

   附 則 

この要綱は、平成２４年７月９日から施行する。 

附 則 

１ この要綱は、令和２年１２月２８日から施行する。 

２ この要綱の施行の際、改正前の蒲郡市在日外国人障害者福祉手当支給要綱の規

定による諸様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用す

ることができる。 


